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1-6  家の中に潜む危険と備え

① リビングの絵を⾒て、家具転倒防⽌をしていなかった時、地震が起きたらどうなるか想像する。
例 )  ⾃分の部屋＝棚がベッドの⽅に倒れてくる、リビング＝テレビが倒れる、ガラスが割れる  等 家具転倒の危険を知り、危機感をもって家具転倒防⽌等

の対策を取ろうとしている。

阪神淡路⼤震災では、建物に特別な被害がないにも
かかわらず、家具の転倒や散乱によって、逃げ遅れたり
室内でケガを負った⽅も多い。これは、室内に家具や
家電製品などを多く置くようになった近年の住宅事情に
よると思われる。 ⾃分と家族でもできる防災対策があ
ることに気付かせる。
参照︓総務省消防庁「地震による家具の転倒を防ぐには」

「震度5 強」で“タンスなど重い家具が倒れ、テレビ台か
ら落ちることがある”と想定されている。室内での居住
者被害を防ぎ、安全な避難経路を確保するためにも
、家具を固定しておくことが重要。
参照︓総務省消防庁「家具が倒れると逃げ道まで塞がれて恐いね」

●建築物の耐震基準
1950年に制定された建築基準法。その⽬的は国⺠を守るためである。⼤地震が起こるたびに
改正が繰り返されている。まず最も⼤きな改正となったのは、1981年(昭和56年)。これはその3
年前に発⽣した宮城県沖地震を契機に改正された。次に⼤きな改正がなされたのは2000年(
平成12年)これは1995年(平成7年)の兵庫県南部地震によって引き起こされた阪神淡路⼤
震災を契機とするものである。消費者保護の観点からより健全な住宅を造ることのためにつくられ
た法律であることを理解する。
参照︓内閣府防災情報のページ「4-1震災対策（３）地震に強い国⼟の形 ４-1震災対策（３）地震に強い国⼟

の形成」

●L字⾦具
最近の集合住宅に使われるS1 壁やGL壁
といった防露壁には桟(さん) が⼊っていない
ので、壁に直接固定することはできないので
注意が必要。
参照︓総務省消防庁「壁にならどこにでも固定できるっ

てわけじゃないよ」

●ガラス⾶散防⽌フィルム
⾷器棚やサイドボードのガラス⾯も、家具が
倒れなくても中の収納物が⾶び出そうとする
衝突⼒で割れる恐れがある。こうしたガラス
や⾷器の破⽚が⾶び散ると、ケガのもと。避
難路も防いでしまう。
参照︓総務省消防庁「重い物は低いところへ- 当たり

前のことも忘れずにね」

●家具の配置
壁を背にした家具は前⽅に倒れるため就寝位置は、家
具の⾼さ分だけ離れるか家具のわきに決めた⽅が安全。
参照︓総務省消防庁「家具の配置にも⼯夫が⼤切なのね」

「重いものほど下にいれる」これは家具を倒れにくくするため
の⼤原則。家具全体の重⼼が下がるので倒れにくくなる。
参照︓総務省消防庁

「重い物は低いところへ- 当たり前のことも忘れずにね」

⼤きな揺れの後にゆとりがあれば、余震に備えて、たん
すなどの⼀番下の引き出しを⼿前に出しておくと良い。
倒れようとする家具を⽀える役⽬を果たす。
参照︓総務省消防庁「重い物は低いところへ- 当たり前のことも忘れ
ずにね

●ポール式器具
天井に⼗分な強度があることを確認する。(強度がな
い場合は、天井側に家具の幅以上の板で補強し、
更にポール式と当て板をネジで固定すると効果が⾼く
なる。)

・奥⾏のない家具や天井との間隔が⼤きい場合には
不向きである。

参照︓東京消防庁「してますか︖家具類の転倒・落下・移動防⽌

対策〜家具転対策ってどうするの︖」4．家具類それぞれに

固定などの対策をしよう〜家庭⽤家具類の対策

〈お⾦のかからない対策〉
・ストッパー式器具の代わりに、新聞紙などを折りた
 たんで敷き、家具を壁側に少し傾斜させる。
・ポール式器具の代わりに、段ボール箱を家具と天
 井との間に詰め込む。
すき間は完全になくならなくても、2〜3cm程度であ
れば問題ない。
参照︓内閣府防災情報「誰にでもすぐできる 家具転倒防⽌対策

〜

家具転倒防⽌グッズで補強」

② 地震発⽣時、各番号付近にいた場合どうすればよいか考える。
例 ) 頭上に落下物がない⽅向にベッドの向きを変える、棚を L 字⾦具で固定する 等

③ 今すぐにできる対策と今すぐにできない対策に分け、すぐにできない対策に対して解決策がないか考える。
例 )  すぐに家具の転倒防⽌具を買うことができないので、重たいものを下に置くなど⼯夫する 等

指導のポイント


